
新
し
い
被
保
険
者

証
が
届
き
ま
す

８
月
１
日
か
ら
新
し
い
被
保
険

者
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い

　

被
保
険
者
証
の
更
新
時
期

は
毎
年
８
月
１
日
で
す
。
７

月
中
旬
に
新
し
い
被
保
険
者

証
を
送
付
し
ま
す
。

　

窓
口
で
の
一
部
負
担
金
の

割
合
は
、
同
一
世
帯
内
の
被

保
険
者
の
令
和
元
年
中
の
所

得
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
、
令

和
２
年
度
の
住
民
税
課
税
所

得
額
と
令
和
元
年
中
の
収
入

額
を
も
と
に
計
算
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
世
帯
状
況
の

異
動
や
所
得
の
更
正
に
よ
り
、
随

時
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証（
減
額
認
定
証
）が
更
新
さ

れ
ま
す

　
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
方
は
、「
減
額
認
定
証
」を
医
療

機
関
な
ど
の
窓
口
で
提
示
す
る

と
、
医
療
機
関
ご
と
の
１
カ
月
間

の
自
己
負
担
額
が
外
来
・
入
院
と

　

令
和
２
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
の「
納
付
免
除
」お
よ
び「
納
付

猶
予
」申
請
を
７
月
１
日（
水
）か
ら

受
け
付
け
ま
す
。
保
険
料
の
納
付

免
除
な
ど
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

医
療
保
険
課
ま
た
は
各
支
所
で
申

請
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
免
除
な
ど
の
承
認
期
間
は
、
７

月
分
か
ら
翌
年
６
月
分
ま
で
で

す
。
前
年
度
に
引
き
続
き
免
除
な

ど
を
希
望
さ
れ
る
方
で
、
継
続
申

請
が
認
め
ら
れ
て
い
る
方
以
外

は
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
対
象
者（
学
生
を
除
く
）

〇
全
額
・
一
部
免
除
＝
国
民
年
金

１
号
加
入
者
の
希
望
さ
れ
る
方

〇
納
付
猶
予
＝
50
歳
未
満
の
方

（
平
成
28
年
７
月
か
ら
令
和
７

年
６
月
ま
で
の
措
置
）

※
学
生
は
、
在
学
期
間
中
の
保
険

料
納
付
が
後
払
い
で
き
る
学
生
納

付
特
例
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

申
請
が
で
き
る
対
象
期
間

　
過
去
分
の
国
民
年
金
保
険
料
に

つ
い
て
も
、
申
請
時
点
の
２
年
１

カ
月
前
の
月
分
ま
で
免
除
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

免
除
を
受
け
ず
に
保
険
料
が
未

納
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
、
障
害

年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合

や
、
失
業
な
ど
の
特
例
免
除
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

〇
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
や
納
付
書
な
ど
）

〇
印
鑑

〇
退
職
な
ど
さ
れ
た
方
は
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は

離
職
票
な
ど

こ
ん
な
と
き
に
は
免
除
申
請
を
！

〇
前
年
の
所
得（
収
入
）が
少
な

く
、
年
金
保
険
料
を
納
め
る
の

が
困
難
な
と
き

〇
申
請
年
度
の
前
年
１
月
１
日
以
降

に
失
業
等
し
た
こ
と
で
年
金
保
険

料
を
納
め
る
の
が
困
難
な
と
き

審
査
の
対
象
と
な
る
所
得
基
準

　
免
除
を
受
け
る
に
は
、
被
保
険

者
本
人
の
ほ
か
、
配
偶
者
や
世
帯

主
の
所
得
が
所
得
基
準
の
範
囲
内

で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す（
納
付

猶
予
は
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所

得
）。
基
準
と
な
る
所
得
に
つ
い

て
は
、免
除
の
区
分（
全
額・一
部・

猶
予
）に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
基
準
を
超
え
て
い
て

も
、
災
害
・
失
業
な
ど
の
理
由
に
よ
っ

て
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
や
住
民
税
申
告
な
ど
の

内
容
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
令

和
元
年
中
の
収
入
に
つ
い
て
、
必
ず

申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
収
入
が
無

か
っ
た
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

免
除
さ
れ
た
期
間
の
年
金
額
に
つ
い
て

〇
全
額
・
一
部
免
除
＝
全
額
納
付

し
た
場
合
に
比
べ
て
将
来
受
け
取

る
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す

〇
納
付
猶
予
＝
将
来
受
け
取
る
年

金
額
に
は
反
映
さ
れ
な
い
期

間
と
な
り
ま
す

追
納
制
度

　
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
期
間

の
保
険
料
は
、
後
か
ら
納
付（
追
納
）

す
る
こ
と
で
、
将
来
の
年
金
額
を
増

や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
追
納
が
で

き
る
期
間
は
、
追
納
を
承
認
さ
れ
た

月
か
ら
前
10
年
以
内
の
免
除
期
間
分

と
な
り
ま
す（
当
時
の
保
険
料
に
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
る
場
合
あ
り
）。

も
区
分
に
応
じ
た
限
度
額
ま
で
と

な
り
、
入
院
時
の
食
事
代
な
ど
に

つ
い
て
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

の
方
で
、
減
額
認
定
証
が
未
申
請

の
場
合
は
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証（
限
度
額
認

定
証
）が
更
新
さ
れ
ま
す

　
「
現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
」に

該
当
し
て
い
る
方
は
、「
限
度
額
適

用
認
定
証
」を
医
療
機
関
な
ど
の
窓

口
で
提
示
す
る
こ
と
で
、
医
療
機

関
ご
と
に
１
カ
月
間
の
自
己
負
担

額
が
外
来
・
入
院
と
も
区
分
に
応

じ
た
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
入
院
な
ど
で
自
己
負
担
額
が
限

度
額
を
超
え
る
場
合
は
、
限
度
額

認
定
証
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
減
額
認
定
証
・
限
度
額
認
定
証

を
お
持
ち
の
方
で
、
８
月
以
降
も

引
き
続
き
対
象
と
な
る
方
に
は
、

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送
付
し

ま
す
。
各
認
定
証
の
詳
し
い
内

容
は
、
被
保
険
者
証
と
一
緒
に

送
付
す
る「
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
概
要
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
方
は
２
通
り
で
す

①
年
金
か
ら
の
お
支
払
い【
特
別

徴
収
】

　

手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
に
よ
る
お
支
払
い
に
変

更
で
き
ま
す（
申
請
が
必
要
）。

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の
お
支

払
い【
普
通
徴
収
】

　

７
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
毎

月
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。
年
金

の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満

の
方
や
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
料
と
介
護
保
険
料
の

合
計
額
が
対
象
と
な
る
年
金
受

給
額
の
2
分
の
１
を
超
え
る
方

な
ど
が
対
象
で
す
。

被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽
減

　
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、
会

社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者
保

険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
所

得
割
が
か
か
ら
ず
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
っ
て

か
ら
２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の

間
に
限
り
、
均
等
割
額
が
５
割
軽

減
さ
れ
、
保
険
料
額（
年
額
）は

２
万
５
６
８
５
円
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
制
度
に
加
入
す
る
前
日

に
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保

険
組
合
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

被
保
険
者
お
一
人
お
一
人
に
保
険

料
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
は
7
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。

※
均
等
割
額
の
軽
減（
７
割
軽
減
、

７
．
75
割
軽
減
）に
該
当
す
る

方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軽
減
割
合

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

所
得
の
低
い
方
の
軽
減

　

令
和
元
年
中
の
所
得
に
応
じ
て

令
和
２
年
度
の
保
険
料
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
医
療
保
険
課
☎
５
５
２
‐
７
１
０
３

問
い
合
わ
せ　
医
療
保
険
課
☎
５
５
２
‐
７
１
０
３

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
免
除
・
納
付
猶
予
の
申
請
を

７
月
１
日（
水
）か
ら
受
け
付
け
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
と

被
保
険
者
証
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

※１　本来は７割軽減ですが、特例措置により7.75割軽減となります。
※２　令和元年度の28万円から拡充されました。
※３　令和元年度の51万円から拡充されました。
　　（注）65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、

軽減判定します（年金特別控除）。

均等割額の軽減
総所得金額等（被保険者＋世帯主）が

次の基準額以下の世帯
軽減割合

（軽減後の均等割額：年額）

基礎控除額
（33万円）

世帯内の被保険者全員の所得（公的年金等控除額
は80万円として計算する）が0円 ７割（15,411円）

上記以外   7.75割（11,558円）※１
基礎控除額（33万円）＋28.5万円（※2）×被保険者数 ５割（25,685円）
基礎控除額（33万円）＋52万円（※3）×被保険者数 ２割（41,096円）

令和２年度 保険料の計算方法（２年ごとに見直されます）

※総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です（ここでいう
控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことを
いい、所得控除額（社会保険料控除額、扶養控除額等）は含みません）。

①均等割額 ②所得割額①＋②

+= 51,371円保険料額（年額）
（最高限度額64万円）

（総所得金額等（※）－33万
円（基礎控除額））×所得割
率10.49％

　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年
所得が一定額以下の場合などの理由で、
保険料を納めるのが困難な場合、申請に
より保険料の納付が全額または一部免除
となります。

　50歳未満の方（学生を除く）で本人、配
偶者それぞれの前年所得が一定額以下の
場合などに、申請により保険料の納付が
猶予されます。

納付免除制度 納付猶予制度

国
民
健
康
保
険
税
の

納
期
内
で
の
納
付
を

お
願
い
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書

を
７
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。

納
期
限　

１
期
＝
７
月
31
日

（
金
）、
２
期
＝
８
月
31
日（
月
）、

３
期
＝
９
月
30
日（
水
）、
４
期
＝

11
月
２
日（
月
）、
５
期
＝
11
月
30

日（
月
）、
６
期
＝
12
月
25
日（
金
）、

７
期
＝
令
和
３
年
２
月
１
日（
月
）、

８
期
＝
令
和
３
年
３
月
１
日（
月
）

市
税
・
国
民
健
康
保

険
税
の
時
間
外
納
税

相
談
を
行
い
ま
す

　
市
税
や
国
民
健
康
保
険
税
を
納

期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が
で
き

ず
、
納
税
相
談
を
し
た
い
が
仕
事

な
ど
で
市
役
所
の
開
庁
時
間
内
に

行
く
こ
と
が
難
し
い
方
は
、
ぜ
ひ

こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と　

き　

７
月
21
日（
火
）17
時

15
分
～
20
時

と
こ
ろ　
税
務
課（
本
庁
舎
１
階
）

税
務
課
か
ら
の

お
知
ら
せ

☎
５
５
２ 

︲ 

６
９
２
７
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街
か
ど

リ
ポ
ー
ト

6 

▲

7

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

支
援
制
度

8 

▲

11

タ
ウ
ン

ト
ピ
ッ
ク
ス

12 

▲

17

市
政

レ
ー
ダ
ー

18 

▲

21

さ
さ
や
ま
ホ
ッ
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

22 

▲

23

は
ぐ
く
み

24 

▲

25

施
設
情
報
・

相
談

26 

▲

29

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

30 

▲

35

特
集

2 

▲

5



ふるさとの貴重な動植物
　国内では九州まで分布するエゾトンボ属の一種。胸部は金属緑色で美しい。
篠山にはエゾトンボの仲間はほかにタカネトンボ、ごくまれにハネビロエゾト
ンボが生息する。
　平地から丘陵地にかけての樹林に囲まれた湿地や休耕田に生息し、７月中旬
から８月に多い。もともと産地が限定されていたが、近年さらに減少傾向の府
県が増えている。 丹波篠山自然塾・むしクラブ代表　大塚剛二さんの協力

危
険
物
取
扱
者
試
験

と　
き　
９
月
13
日（
日
）

※
姫
路
市
試
験
会
場
は
９
月
20
日（
日
）

と
こ
ろ　
篠
山
産
業
高
等
学
校
ほ
か
県
下
６
会
場

種　
類　
甲
種
、
乙
種
全
類
、
丙
種

申
請
期
間　
郵
送
・
持
参
＝
７
月
31
日（
金
）～
８
月

13
日（
木
）、
電
子
申
請
＝
７
月
28
日（
火
）９
時
～

８
月
10
日（
月
）17
時

※
郵
送
は
申
請
最
終
日
消
印
有
効
。

※
持
参
は
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
９
時
～
17
時
。

申
請
場
所　
（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
兵
庫
県
支
部

申
請
方
法　
郵
送
ま
た
は
持
参
お
よ
び
電
子
申
請

※
詳
細
は（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
消
防
本
部
で
は
受
け
付
け
し
て
い
ま
せ
ん
。

願
書
の
配
布　
丹
波
篠
山
市
消
防
本
部
、
県
下
各
消

防
本
部

危
険
物
取
扱
者
試
験
に
伴
う
勉
強
会（
乙
種
第
４
類
）

と　
き　
８
月
25
日（
火
）～
27
日（
木
）３
日
間
受
講

※
詳
細
は
予
防
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

防
火
管
理
者
資
格
取
得
講
習

と　
き　
８
月
25
日（
火
）・
26
日（
水
）９
時
50
分
～

16
時
50
分（
２
日
間
受
講
）

と
こ
ろ　
丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

講
習
区
分　
甲
種
の
新
規
講
習

定　
員　
40
人

費　
用　
３
７
２
０
円（
テ
キ
ス
ト
代
）

申
込
期
間　
７
月
20
日（
月
）～
８
月
７
日（
金
）

８
時
30
分
～
17
時　
※
土
、
日
を
除
く
。

申
し
込
み
方
法　
消
防
本
部
予
防
課
予
防
係
に
持
参

※
郵
送
は
不
可
。

そ
の
他　

受
講
申
込
書
に
は
受
講
者
の
写
真（
縦
４

㌢
・
横
３
㌢
）が
１
枚
必
要
で
す

体長　雄：約56～ 63mm、
　　　雌：58～ 71mm　
分布：北海道から九州

エゾトンボ（エゾトンボ科）

問
い
合
わ
せ　
長
寿
福
祉
課
☎
５
５
２
‐
５
３
４
６

問
い
合
わ
せ　
予
防
課
☎
５
９
４
‐
１
１
１
８

問
い
合
わ
せ　
長
寿
福
祉
課
☎
５
５
２
‐
６
９
２
８

問
い
合
わ
せ　
商
工
観
光
課
☎
５
５
２
‐
６
９
０
７

日
ご
ろ
の
善
行
を
讃
え
５
個
人
、
２
団
体
を
表
彰

令
和
２
年
度
丹
波
篠
山
市
善
行
者
表
彰
式

65
歳
以
上
の
方
に
本
年
度
の

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

丹
波
篠
山
観
光
ま
ち
づ
く
り
戦
略（
案
）

に
対
す
る
意
見
を
募
集
し
ま
す

を
図
る
な
ど
、
児
童
の
健
全

育
成
に
貢
献

小お

島じ
ま

新し
ん

一い
ち

郎ろ
う（
般
若
寺
）　
般

若
寺
公
民
館
周
辺
の
樹
木
の

せ
ん
定
や
植
栽
の
維
持
管
理

を
行
う
な
ど
環
境
美
化
に
努

め
ら
れ
、
住
み
よ
い
地
域
づ

く
り
に
貢
献

団
体

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー

プ「
ラ
ビ
ッ
ト
」　
話
し
相
手

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、

高
齢
者
の
健
康
を
支
援
し
、

安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ

る
地
域
づ
く
り
に
貢
献

般
若
寺
老
人
会　

般
若
寺
内

の
道
路
や
河
川
堤
防
の
不
法

投
棄
物
の
収
集
、
花
壇
や
植

栽
の
維
持
管
理
を
行
う
な
ど
、

環
境
美
化
に
努
め
ら
れ
、
住

み
よ
い
地
域
づ
く
り
に
貢
献

　
現
在
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
全
員
に
交
付
し
て
い
る
、

自
己
負
担
割
合
を
証
明
す
る「
介

護
保
険
負
担
割
合
証
」の
有
効
期

限
は
７
月
31
日（
金
）で
す
。
８
月

以
降
に
利
用
で
き
る「
介
護
保
険

負
担
割
合
証
」は
７
月
中
に
送
付

し
ま
す
。

負
担
限
度
額
認
定
申
請
の
受
け
付

け
を
行
っ
て
い
ま
す

　

介
護
保
険
施
設（
介
護
老
人
福

祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、

介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
介
護
医

療
院
）や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利

用
す
る
と
き
の
食
費
・
部
屋
代
に

つ
い
て
は
、原
則
本
人
負
担
で
す
。

し
か
し
、
一
定
要
件
を
満
た
す
低

所
得
者
の
方
に
対
し
て
負
担
軽
減

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。
現
在
交
付
し

て
い
る「
介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証
」の
有
効
期
限
は
７
月
31

日（
金
）で
す
。
６
月
中
に
更
新
の

丹
波
篠
山
観
光
ま
ち
づ
く
り
戦
略

に
つ
い
て

　
丹
波
篠
山
市
は
、
京
阪
神
の
大

都
市
圏
か
ら
も
近
く
、
美
し
い
自

然
と
丹
波
黒
大
豆
な
ど
豊
か
な
農

作
物
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
昔
な
が
ら
の
農
村
風
景
や
城
下

町
の
町
並
み
が
残
り
、観
光
資
源・

歴
史
・
文
化
・
自
然
が
豊
富
な
田

園
文
化
都
市
で
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
丹
波
篠
山
デ
カ
ン
シ
ョ

節
‐
民
謡
に
乗
せ
て
歌
い
継
ぐ
ふ

る
さ
と
の
記
憶
」、「
き
っ
と
恋
す

る
六
古
窯
‐
日
本
生
ま
れ
日
本
育

ち
の
や
き
も
の
産
地
」が「
日
本
遺

産
」に
認
定
さ
れ
、「
ユ
ネ
ス
コ
創

造
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」の
ク
ラ

フ
ト
＆
フ
ォ
ー
ク
ア
ー
ト
部
門
に

も
加
盟
す
る
な
ど
、
徐
々
に
観
光

客
も
増
加
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

日
本
政
府
観
光
局
に
よ
る
と
、

平
成
30
年
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者

数
は
約
３
１
１
９
万
人
に
達
し
、

６
年
連
続
で
過
去
最
高
を
更
新
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
観
光
産
業
の

時
代
背
景
の
大
き
な
変
化
か
ら

も
、
市
と
し
て
の
観
光
振
興
の
あ

個
人

平ひ
ら

野の

節せ
つ

子こ（
西
吹
）　
西
吹
内

の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
鍵

管
理
お
よ
び
ご
み
の
分
別
、

ご
み
収
集
後
の
清
掃
を
行
う

な
ど
、
環
境
美
化
に
努
め
ら

れ
、
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り

に
貢
献

吉よ
し

田だ

浩ひ
ろ

明あ
き（
大
野
）　
児
童
の

通
学
路
に
お
い
て
危
険
な
横

断
箇
所
に
立
ち
、
児
童
が
安

全
に
渡
れ
る
よ
う
通
学
指
導

を
行
う
な
ど
、
安
全
安
心
な

地
域
づ
く
り
に
貢
献

清し

水み
ず

充み
つ
る（
今
田
町
下
小
野
原
）・

藤ふ
じ

田た

保た
も
つ（
今
田
町
下
小
野
原
）

「
子
供
見
守
り
隊
員
」と
し

て
、
児
童
の
登
校
に
付
き
添

い
、
児
童
が
安
全
に
通
学
で

き
る
よ
う
交
通
指
導
を
行
う

と
と
も
に
あ
い
さ
つ
の
促
進

　
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

保
険
料
に
つ
い
て

保
険
料
の
納
め
方
は
２
通
り
で
す

①
基
本
は
年
金
か
ら
の
天
引
き

【
特
別
徴
収
】

　
介
護
保
険
料
は
４
月
か
ら
す
で

に
仮
徴
収
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
通
知
書
は
、
令
和
２
年
度

の
年
間
保
険
料
額
や
こ
れ
か
ら
の

納
付
方
法
の
お
知
ら
せ
で
す
。

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の
お
支

払
い【
普
通
徴
収
】

　
65
歳
に
な
ら
れ
た
年
度
や
、
特

別
徴
収
が
で
き
な
い
条
件
に
当
て

は
ま
る
方
が
対
象
で
す
。
納
期
限

は
毎
月
末
で
す
。

負
担
割
合
証
を
送
付
し
ま
す

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ

る
と
き
、
そ
の
利
用
料
の
１
割

か
ら
３
割
が
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。
こ
の
負
担
割
合
は
、
前

年
度
の
本
人
な
ど
の
所
得
か
ら

決
ま
り
ま
す
。

案
内
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月

以
降
も
引
き
続
き
負
担
限
度
額
認

定
が
必
要
な
方
は
、
内
容
を
確
認

の
う
え
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
新
た
に
申
請
さ
れ
る
方
は
、
左

記
要
件
の
判
定
の
た
め
に
必
要
な

書
類
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

食
費
・
部
屋
代
の
負
担
軽
減
対
象

者
の
判
定
に
つ
い
て

　

判
定
は
、
所
得
要
件
と
資
産

要
件
で
行
い
ま
す
。
以
下
の
①

②
の
要
件
を
満
た
す
方
に
対
し
、

３
段
階
に
区
分
し
て
、
負
担
限

度
額
認
定
を
行
い
ま
す
。
段
階

の
判
定
は
、
本
人
の
前
年
度
所

得
、
収
入（
遺
族
年
金
や
障
害
年

金
な
ど
の
非
課
税
年
金
も
含
む
）

か
ら
決
ま
り
ま
す
。

①
所
得
要
件
＝
本
人
、
配
偶
者
お

よ
び
同
一
世
帯
の
方
全
員
が

市
民
税
非
課
税
で
あ
る
こ
と

②
資
産
要
件
＝
預
貯
金
な
ど
が
一

定
額（
単
身
１
０
０
０
万
円
、

夫
婦
合
計
で
２
０
０
０
万
円
）

以
下
で
あ
る
こ
と

り
方
や
指
針
を
新
た
に
定
め
、
時

代
背
景
に
合
っ
た
方
向
性
を
示
す

こ
と
が
重
要
で
す
。

　
そ
こ
で
、
市
の
観
光
資
源
を
生

か
し
、
多
く
の
観
光
客
が
丹
波
篠

山
市
に
来
て
、
喜
ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
な
観
光
ま
ち
づ
く
り
を
め

ざ
す
た
め
に
、「
丹
波
篠
山
観
光
ま

ち
づ
く
り
戦
略
」を
策
定
し
ま
す
。

意
見
を
提
出
す
る
に
は

（
案
）の
閲
覧
場
所　

商
工
観
光

課
、
各
支
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

募
集
期
限　
７
月
10
日（
金
）

提
出
資
格　

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
、
活
動
や
事
業
を
営
む
方
、

当
案
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

提
出
方
法　

任
意
の
様
式
に
意

見
お
よ
び
住
所
・
氏
名
を
記

入
の
上
、
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ（
☎

５
５
２
‐
２
０
９
０
）ま
た
は

メ
ー
ル（kanko_div@

city.
sasayam

a.hyogo.jp

）
で
商

工
観
光
課
ま
で
提
出

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

介
護
保
険
施
設
を

利
用
さ
れ
て
い
る
方

　
６
月
１
日
、
日
ご
ろ
か
ら
地
域
づ
く
り
や
社
会
福
祉
の
向
上
な
ど
、
各
分
野
で
善
行
の

あ
っ
た
個
人
・
団
体
を
表
彰
す
る「
令
和
２
年
度
丹
波
篠
山
市
善
行
者
表
彰
式
」を
、
丹
波

篠
山
市
民
セ
ン
タ
ー
で
行
い
ま
し
た
。受
賞
さ
れ
た
方
々
は
次
の
と
お
り
で
す（
敬
称
略
）。
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か
ど

リ
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ト
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コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
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援
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ス
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政
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ダ
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さ
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イ
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